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山 形 市 民 憲 章

わたくしたちは、樹氷とべに花の里、山形市民です。誇りと責任をもって

五つの誓いをいたします。

　　１　すすんでまちづくりに参加し、明るいまちをつくります。

　　２　きまりを守り、親切であたたかいまちをつくります。

　　３　働くことに喜びをもち、活気あるまちをつくります。

　　４　自然を愛し、緑と水のきれいなまちをつくります。

　　５　老人にはやすらぎ、若者には夢のあるまちをつくります。

令和７年３月発行

〒990－8540　山形市旅篭町二丁目３番25号

Ｔｅｌ　023－641－1212

Ｆａｘ　023－641－1914

山 形 市 教 育 委 員 会











校長のリーダーシップの発揮と適切なマネジメント校長のリーダーシップの発揮と適切なマネジメント校長のリーダーシップの発揮と適切なマネジメント

山形市教育大綱・山形市教育振興基本計画

山形市学校教育指導の指針［平成28～令和７年度］

めざす学校像
感動・感謝・信頼にあふれた学校

めざす子ども像
豊かな心・確かな学力・健やかな体をもつ、主体性や創造力にあふれる子ども

『郷土を誇りに思い　いのちが輝く　人づくり』
～ 山形らしさの継承　発展　そして発信 ～

学校を創る３つの重点と主な取学校を創る３つの重点と主な取組学校を創る３つの重点と主な取組

教
職
に
対
す
る
強
い
情
熱　
　

総
合
的
な
人
間
力

教
員
と
し
て
の
専
門
的
な
力
量

教
職
員
の
資
質
・
能
力
向
上

Ⅰ　魅力ある学校づくり Ⅱ　安全・安心の学校づくり

□健やかな心身の育成
□生命を守る安全教育と
　　　　　　防災教育の徹底
□いのちの教育の充実
　（学級経営、道徳教育、読書活動）
□生徒指導・教育相談体制の充実
　（いじめ防止、不登校対策）
□子どもの人格を大切にする
　　　　　　学校づくりの推進

□主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業づくりの推進と確か
な学力の育成

□価値ある豊かな体験活動の充実
□時代の変化に対応した教育の推進
　（国際理解、科学・技術、
　環境・福祉）
□教育の情報化の推進
□特別支援教育の充実
□教職員研修の充実と指導力の向上

Ⅲ　連携による教育の充実
□「チーム学校」による
　　　　　　　　　連携の充実
□学校間・校種間の連携の充実
□学校・家庭・地域との
　連携・協働の充実

◇人や自然の営み、生きていることへの感動
◇多くの人や自然に、生かされ支えられていることへの感謝
◇子ども・家庭・地域・学校の深い信頼関係

「感動」「感謝」「信頼」
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３．校内支援委員会

１．気付き 学級担任や学年の先生、養護教諭 保護者

２．相談 
学年会等での

話し合い

教育相談 

（校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、

学年主任、学級担任、教育相談担当等）

特別支援教育コーディネーターによる調整

ステップ１ 実態把握、判断→対応策の検討

ステップ２ 詳細なアセスメント、専門的判断 

→対応策の検討・合理的配慮の検討

→個別の教育支援計画、個別の指導計画の

　作成

保護者 

・相談、理解
・情報収集
・合理的配慮

巡回相談員 

専門機関等 

４．具体的支援・体制づくり

①校内支援 

（学級・学年での配慮、ＴＴによる指導、取り出し指導、通級による指導、

特別支援指導員による指導等）

（スクールボランティア、スクールサポーター、地域ボランティア） 

（巡回相談等） 

児童生徒の学習面及び行動面の困難

組
織
的
・
継
続
的
対
応



各学校より依頼

　ただし、緊急性のある場合は随時

就学先の決定（同意・手続依頼書）

市教育委員会担当者と保護者の面談

山形市教育支援委員会による判断

市教育支援相談員による教育相談

該当校と保護者の面談（教育相談）

該当校への通知

市教育委員会への教育相談結果報告

就学先の決定（同意・手続依頼書）

市教育委員会学校教育課

就学時健康診断

【適切な就学先を判断するための教育支援相談の手順】

〈就　学　児　童〉
　　　　　　　　　　　　　　来庁相談　随時
就学時健康診断担当者会　　　　　８ 月 下 旬

〈在学児童生徒〉
校内教育支援担当者会　　　　　４ 月

校内教育支援委員会
学級担任・学年部会
教育相談部
保護者の考え

保護者による来庁相談

各小学校より報告

９月下旬から10月

【第１回】中学進学予定者
　　　　　療育に関わる施設等を利用している就学児を中心に７月下旬
【第２～12回】就学児を中心に　10月下旬～11月上旬
【第13回】在籍児童を中心に　　12月下旬

【第１・２回】８月下旬　　【第３・４回】11月下旬　　【第５回】１月上旬

該当校への通知該当校への通知

校内教育支援委員会による指導対応の決定

※在籍異動、特別支援学校への転学は、原則、年度始めになります。

山形市教育支援委員会で「特別支援学校への入学が適当である」との意見があ
った場合は、保護者の同意を得てから、各々の障がいに応じた特別支援学校で
の教育相談が必要になります。













①学校防災組織の編成
②教職員の緊急出動体制（勤務時間外） 
③緊急連絡方法（保護者、教育委員会等）
④避難所開設・運営への協力
⑤避難所開設時の臨時休業等対応

（１）防災教育の実施 

（２）防災体制の確立 

□災害発生時の対応の検討 

□情報連絡体制の整備

□防災訓練の実施 

□保護者との連絡・引き渡し 

□心のケア 

□施設・設備の安全対策の実施 

（３）学校の安全に関する評価・改善 

非常災害時の対応例

災 害 発 生

・児童生徒への的確な指示、負傷者の確認

・火災などの二次災害の防止

・管理職は状況を把握し、負傷者の救護や避難方法を決定

・授業者は、児童生徒の動揺を抑え、原則として離れない。

・授業者以外は、分担して校内を巡視し、情報収集して管理職に連絡

・管理職は、安全な避難経路と避難場所を決定し、全校に避難指示

・教職員防災組織の役割分担に応じて行動

・安否確認と的確な指示（２次避難等を含めて）

・負傷者の応急手当や消防・病院等への連絡

・児童生徒の不安に対処

・保護者対応、教育委員会報告（安否、施設）

・避難所開設・運営への協力（市避難所運営マニュアル参照）

１．児童生徒の 

安全確保 

２．情報収集

３．避難誘導 

４．避難後の

　　安全確保

①職員間の連絡方法等

①校内における諸活動時 

・各教科等の学習中の場合 

・始業前、休憩時間、放課後の場合 

・部活動等の児童生徒が自発的に行う活動中の場合 

②校外における諸活動時 

・遠足、修学旅行、職場体験学習等の場合 

③登下校時、児童生徒が学校に避難してきた場合 

④夜間・休日 等 

①連絡方法（緊急システムやWebメール等）
②学校待機、引き渡し方法等の事前周知

①教育相談体制の確立

５．事後対応 

状 況 に 応 じ た

児童生徒の安全確保

防災管理における日常の「備え」として （※地震や台風等への対応として）















　　　　　【日常の子どもの実態把握５項目】
１．子どもの所在確認（１か月に１度を目途に）
２．定期的なアンケート・チェックリスト調査（子ども・保護者・教職員対象）
３．定期的な個別面談
４．機を捉えた面談（適宜）
５．子ども・保護者から相談があったときの連絡・報告体制の確立

【情報交換】
職員会議
子どもを語る会
小・中連絡会

◇校内教育相談委員会（管理職参加）
・学年主任、学級担任、教科担任等
・生徒指導担当（特別支援教育コーディネーター）
・教育相談担当

スクールカウンセラー・相談員等

個に応じた指導の計画・実施・評価

プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム
（メンバーは必要に応じて構成）

教　頭校　長

家　庭
本　人

連携
依頼・通告・相談等

相談機関・専門機関等
（山形市総合学習センター・適応教室「風」、こども家庭支援課、社会福祉協議会、児童相談所、医療機関、警察、スクールロイヤー等）

第二次対応緊急対応会議２

・指導方針の決定及び指導体制の確立（外部との連携）

・第二次対応（指導・支援）の計画

・情報分析（解決すべき問題の明確化）

第一次対応

市教育委員会

緊急対応会議１（児童生徒や保護者への直接的対応を行う前に）

・第一次対応（児童生徒への事実確認のための面談等）の計画

・情報分析（緊急性の判断）

・校長、教頭、主幹教諭、教務、学年主任、担任、生徒指導主事、

　教育相談担当、養護教諭等

情報のキャッチ

※以降、PDCAのサイ
　クルで。説明責任を
　果たしながら。

報告・連絡・相談

指示



，



　いじめはどこでも起こりうること。いじめへの対応はスピードが大切。しかし、拙速な対応は事

態を悪化させます。必ず記録を取りながら、丁寧に対応していきましょう。







近くの教職員　又は　児童生徒等

事件・事故の発生

発見者

◇発生した事態や状況の把握
◇傷病者の症状の確認（意識、心拍、呼吸、出血等）
◇心肺蘇生法などの応急手当（現場で直ちに）
◇協力要請や指示１１０番

１１９番通報

教育委員会の

指導とサポート
校　　長
教　　頭

養護教諭
保健主事 教職員

指示

報告

指示

相談

指導

報告

連絡・報告通報

連絡
報告

必要な場合は速やかに！

※管理職が不在の場合
の代理者を明確にし
ておく。

直ちに設置直ちに設置

救急対策本部

警察や救急車の出動要請

（１１０番）（１１９番）
保護者

学　校　医
近隣の病院

医療機関等

必要に応じ急行付添者は逐次状況報告

複
数
の
教
職
員
が
急
行

救
急
補
助
・
連
絡
等

付添　搬送
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◆国　　　語
指 導 の 重 点

○　言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に表現す
る資質・能力を育成する。小学校は日常生活、中学校は社会生活の様々な場面で生きて働く
言葉の知識及び技能、思いや考えを伝え合う力や思考力や想像力を育成する。
○　言語に対する知的な認識や言語感覚を養い、言語能力の向上を図る態度を育成する。

指導計画作成のポイント

①　年間指導計画には、指導期間、教材名、指導時数等の他に、単元で取り扱う学習指導要領
の指導事項や単元を貫く言語活動を明記し、児童生徒の資質・能力の確実な育成に資する。
②　読書活動の充実を図るために、学校図書館の計画的な活用を年間指導計画に位置付ける。

指導上の留意点
①　その単元ではどの領域のどのような資質・能力を育成するのかを明確にする。
②　学習指導要領に示された言語活動例を踏まえて、児童生徒の実態に即した主たる言語活動
を設定する。
③　単元の展開の中で、めざす資質・能力に基づいて、それぞれの活動におけるめざす児童生
徒像を明確にし、指導内容・方法を具体化する｡
④　相手意識や目的意識を明確にもたせ、必要感をもって学習に取り組めるようにする。
⑤　児童生徒と教師、児童生徒同士、教材、自分自身との「対話」の場面を意図的に設け、言
葉による見方・考え方を働かせ、自分の思いや考えを深める学習の充実を図る。

◆社　　　会
指 導 の 重 点

○　社会的な見方・考え方を働かせて社会的事象の意味や意義、特色や相互の関連を多面的・
多角的に考え、根拠や理由に基づいて表現する力を育成する。
○　体験的な活動や様々な資料の活用を通して、地域や我が国の国土、歴史、現代社会などに
ついて理解を深める。

指導計画作成のポイント
①　生活科と社会科の接続、学年の系統性と発展性、各分野相互の関連を考慮することにより、
多様な視点や方法で社会的事象を考察できるようにする。
②　社会的な見方・考え方を働かせて課題を解決する過程において、根拠に基づいて説明したり、
議論したりする活動を重視する。　
③　地域の特色や児童生徒の実態に応じて、観察や見学・調査などの作業的で具体的な体験を
伴う学習を効果的に位置付け、魅力ある単元構成と教材開発を行う。

指導上の留意点

①　直接的な活動を通して社会的事象を理解できるよう、作業的・体験的な活動を重視する。作
業的活動では諸資料を適切に収集、選択、処理し、思考・判断した内容を豊かに表現する活
動を設定する。
②　事実等に関する知識を習得し、それらを比較・関連付けなどして考察・構想し、概念等に
関する知識が身に付くようにするため、互いに考えを広げたり深めたりする活動を設定する。
③　児童生徒にとって身近な地域素材を積極的に活用し、興味・関心を喚起する授業づくりを
行うとともに、郷土に対する理解と愛情を深める。博物館等の施設利用、遺跡や文化財の観察、
地域史の活用、地方行政の調査等、地域の特色を生かした授業づくりを行う。
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◆算数、数学
指 導 の 重 点

○　数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、学ぶことの楽しさや算数・数学の
よさを実感し、それらを進んで生活や学習に活用しようとする態度を養う。
○　数量や図形についての基礎的・基本的な知識・技能を習得し、それらを活用して事象を数
理的に考察・判断し表現する能力を高める。

指導計画作成のポイント
①　内容の系統性や関連性と児童生徒の実態を踏まえ、適切な反復による学習指導を進める。
②　数学的活動を効果的に位置付け、基礎的・基本的な知識や技能を習得するための学習やそ
れを活用する学習など、バランスのとれた指導計画を作成する。
③　評価の３観点について評価規準を明確にし、評価を生かした指導ができるようにする。

指導上の留意点
①　日常の事象や既習事項との関連を図りながら、教科の本質に迫る課題設定を行う。
②　数学的活動のねらいとその効果をよく吟味する。特に、言葉や数、式、図、表、グラフを
用いて問題を解決したり、それらを関連付けて説明したりする言語活動を充実させる。
③　共に学び合うよさや数学的な見方・考え方の広がりや深まりを実感する場を設定する。
④　帰納、類推、演繹等の数学的な推論の場を、学習の目的や発達段階に応じて適切に位置付け、
論理的に考察する素地を養う。
⑤　学習のまとめや振り返りの時間を確保するとともに、基礎的・基本的な知識・技能の習得
に向け、適用問題や発展問題に取り組む場を計画的に設定する。

◆理　　　科
指 導 の 重 点

○　自然の事物・現象に進んでかかわり、飼育・栽培、観察・実験を通して自然に親しみ、自
然を愛する心情を育てる。
○　観察、実験の見通しをもつなど理科の見方・考え方を働かせながら、目的意識をもった問
題解決を通して、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成する。

指導計画作成のポイント
①　児童生徒の実態をもとに、児童生徒主体の学習活動を展開したり、地域の素材を活用する
など生活との関連が実感できたりするような指導計画を工夫する。
②　「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」といった内容のつながりや学年、単元を越えた実験
器具の活用などの観察・実験の取り組み方のつながりを意識し、基礎的・基本的な知識・技
能の確実な定着を図る。
③　自然・科学体験活動をもとにした児童生徒の問題解決を通して、児童生徒に身に付けさせ
たい資質・能力を明確にした指導計画を作成する。

指導上の留意点
①　自然・科学体験活動をもとに問題を見いだし、仮説を立て、検証するための科学的な手続
きを計画することを重視する。その際、仮説の根拠や検証により得られるであろう結果を交
流することで、目的を明確にし、見通しをもった観察、実験を行わせる。
②　観察・実験の結果を整理し、問題や仮説に照らして考察することを重視する。その際、デー
タの整理・分析の技能を高めたり、仮説と異なる結果が得られたときに再考する場を保障し
たりすることで問題解決の質を高めていく。
③　児童生徒の主体的な問題解決のために、安全で使いやすい理科室・準備室となるよう整備
する。
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◆音　　　楽
指 導 の 重 点

○　主体的・創造的に楽しく表現や鑑賞の活動に取り組むことを通して、音楽的な見方・考え
方を働かせ、音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育む。
○　音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図り、音楽科の特質に応じた言語活動を適
切に位置付け、音楽表現を創意工夫することや、音楽のよさや美しさを味わって聴くことが
できるようにする。

指導計画作成のポイント
①　表現及び鑑賞の各活動をバランスよく年間に位置付け、〔共通事項〕の指導が十分に行われ
るように、題材の配列と内容構成、時数配分に配慮して年間指導計画を作成する。
②　学年間の系統性を意識しながら、歌唱、器楽、創作（音楽づくり）、鑑賞の各活動を効果的
に関連させることによって教科及び学年の目標を実現していくよう意識していく。

指導上の留意点
①　表現領域では「どのように表すかについて思いや意図をもつ過程」を、鑑賞領域では「楽
曲の特徴や演奏のよさ、自分にとっての価値を考える過程」を大切にする。
②　創作（音楽づくり）では「つくるための手がかりとなる条件を適切に設定して示す」ことと「自
由な発想を大切にする」ことのバランスを図る。
③　鑑賞では、児童生徒一人一人が感じ取ったこと、音楽的な特徴、自分にとっての価値など
を表現させることによって、主体的・創造的に味わって聴くことができるようにする。
④　音楽を形づくっている要素と、それらを生み出している音楽的な特徴を関連付けて、音楽
に関する用語などを適切に用いて言葉で表すことができるようにする。

◆図画工作、美術
指 導 の 重 点

○　児童生徒一人一人の思いや願い、色・形・素材へのこだわりを大切にした幅広い表現や鑑
賞の活動を展開し、生活や社会の中の形や色、美術、美術文化と豊かに関わらせ、美術の基
礎的な能力を伸ばし豊かな情操を培う。
○　国内外の美術作品、児童生徒の作品や材料、道具、製作（制作）の過程なども対象とした
鑑賞活動の充実を図り、鑑賞の基礎的な能力を育成するとともに、生涯にわたって創作活動
や美術を愛好する心情を育てる。

指導計画作成のポイント
①　小学校においては、６年間の発達段階を見通した、低・中・高学年ごとのまとまりのある
年間指導計画を作成する。また、ねらいや内容に沿って児童生徒が試行錯誤を繰り返しながら、
じっくりと造形活動に取り組むことができるよう工夫するとともに表現と鑑賞の指導の関連
を図る。
②　中学校においては、特定の分野に偏ったり、内容が漏れたりすることがないよう留意する。
１学年では年間45単位時間の中ですべてを扱うため、比較的短時間ででき、効果的に表現の
能力が身に付くような題材を適宜取り入れる。また、２・３学年では、より質の高い学習を
めざすために、一題材にかける時間を考慮する。

指導上の留意点
①　表現および鑑賞において共通に働く資質や能力である〔共通事項〕について、各活動で十
分な指導を行う。
②　個々の特性や学習状況を見極め、一人一人の構想や表現のよさを多様な方法で評価し、励
ますことによって、主体的な表現の意欲を高め、自己表現を果たしていく態度が形成される
ようにする。
③　鑑賞の指導にあたっては、言語による考えの整理や児童生徒同士のかかわりを充実させ、発
想を広げたり深めたりするとともに、つくりだす喜びや新たな美的価値に気付くことができ
るようにする。
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◆体育、保健体育
指 導 の 重 点

○　運動の楽しさや喜びを味わいながら基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けるこ
とができるようにするとともに、体育や保健の見方・考え方を働かせ、自ら考えたり判断し
たりする学習過程を工夫することにより、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなス
ポーツライフを実現するための資質能力を育成する。
○　児童生徒の発達段階に応じた運動の適時性・系統性を考慮した年間指導計画を作成し、指
導内容の明確化と指導と評価の一体化を図った授業改善を進めることで基礎基本の確実な定
着を図る。

指導計画作成のポイント
①　年間指導計画を作成する際は、小・中・高までの校種間の接続と４－４－４の発達段階の
まとまりを踏まえて体系化が図られた指導内容の系統性を十分考慮し、２年間を一つのまと
まりとして運動の取り上げ方を弾力的にとらえることで、単元の時数を確保する。
②　単元計画を作成する際は、「運動の特性」「児童生徒の実態」「学習のねらい」「学習過程」「毎
時間ごとの指導内容と評価」を明確にし、児童生徒が主体的に学習し、基礎となる知識及び
技能を確実に身に付けることができるようにする。
③　保健分野と体育理論については、体育分野の学習内容や他教科の学習内容に応じ、継続的
に取り扱ったり集中的に取り扱ったりすることで、効果的な学習ができるようにする。

指導上の留意点
①　運動領域・運動分野では、運動の量と質が確保され、目標が確実に達成できるよう、場の
工夫を十分に行う。また、個に応じた具体的なめあてをもたせることで、達成感・成就感を
味わうことができるようにする。
②　保健領域・保健分野では、課題解決的な活動や実習、実験等を積極的に取り入れ、科学的
な理解を深め、日常生活での実践力につながるようにする。
③　思考・判断・表現する力を育成するために、教え合いや作戦、発表、振り返り等の時間を
計画的に設定し、言語活動を充実させる。
④　個々の学習状況を的確にとらえるために、評価の場面や方法を工夫し、学習過程や成果を
評価するとともに、授業改善に積極的に生かすようにする。

◆家庭、技術・家庭
指 導 の 重 点

○　自分と生活との関わりを考えながら生活への関心を高めるとともに、社会や家族の一員と
しての自覚をもち、進んで自らの生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を育てる。
○　生活の営みに係る見方・考え方を働かせることができる、身近な実践的・体験的な活動を
通して、生活に必要な基礎的・基本的な知識・技能を育成し、変化の激しい現代社会の中で
主体的に課題を解決する力を育てる。

指導計画作成のポイント
①　児童生徒や学校、地域の実態を考慮し、学習内容の関連を図りながら、実践的な活動を家
庭や地域などで行うことができるよう、身近な題材を設定する。
②　日常生活や社会の中から問題を見いだして様々な解決方法を考え、実践を評価・改善して、
新たな課題解決に向かうような学習過程を工夫する。

指導上の留意点
①　実習や観察・実験、見学、研究・調査などの実践的・体験的な学習活動の充実を図り、問
題解決能力を育てる指導を工夫する。
②　学習した内容を生活の中で活用しようとする意欲を喚起させる指導を工夫し、家庭や地域
社会との連携を図る。
③　用具の適切な使い方や手入れ、保管及び服装等に留意し、事故の防止と衛生・安全管理を
徹底する。
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◆外国語活動・外国語
指 導 の 重 点

○　外国語での多様な活動を通して、日本語を含めた言葉の大切さや豊かさに気付かせるとと
もに、その背景にある文化を尊重する気持ちを養う。
○　外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、言語の実際の使用場面
や働き及び児童生徒の興味・関心に基づいた体験的な活動を充実し、外国語によるコミュニ
ケーションを図る素地及び基礎となる資質・能力を育成する。

指導計画作成のポイント
①　他教科で学習したことを活用したり普段の生活体験を考慮したりするなど、児童生徒の興
味・関心に基づいた指導内容や外国語における言語活動を工夫する。
②　小学校中学年では外国語活動、小学校高学年及び中学校では教科としての外国語の目標を
踏まえ、７年間を通してそのねらいが達成されるよう、児童生徒の実態や地域の実情に応じ
て各学年の目標を設定する。
③　小学校の外国語においては、「聞くこと」「話すこと〔やりとり〕・〔発表〕」「読むこと」「書
くこと」の４技能５領域のうち「聞くこと」「話すこと」を中心に計画する。中学校においては、
４技能５領域を総合的に育成できるようにバランスよく計画する。

指導上の留意点
①　外国語を使って自分の考えを伝えたり、相手と気持ちや考えを共有したりするなど、互い
の理解が深まるような内容の言語活動となるよう工夫する。
②　小学校の外国語における「読むこと」「書くこと」については、音声で十分に慣れ親しんだ
語彙や表現を取り扱う。
③　情報通信ネットワークや視聴覚教材などを効果的に活用する。
④　授業のみならず日常の生活や活動を通したALTとの交流の場を設定するなど、授業で「学
んだ英語」を実生活で「使える英語」として実感できるよう工夫する。
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◆生　　　活
指 導 の 重 点

○　具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・考え方を生かしながら、自分自
身や身近な人々、社会および自然の特徴やよさ、それらの関わりについて気付くようにする。
○　生活上必要な習慣や技能を身に付けるとともに、身近な人々、社会および自然を自分との関
わりで捉え、自分自身や自分の生活について考え、表現することができる能力を育成し、自
立し生活を豊かにしようとする態度を養う。

指導計画作成のポイント
①　学校や地域の特色、児童の実態等に配慮するとともに、育成する資質・能力を明確にし、内
容や時間のまとまりを見通して適切に単元を配列するなど、年間指導計画を工夫する。
②　複数の内容を組み合わせたり、他教科等との関連を図ったりするとともに、児童が学校や
地域の素材・人材と繰り返し関わることができるよう、単元構成を工夫する。
③　児童の発達段階や幼児教育からの学びの連続性を意識し、合科的・関連的指導を行うなど
の工夫により、スタートカリキュラムの内容を更に充実させる。

指導上の留意点
①　人や社会、自然と試行錯誤しながら関わる活動を充実し、児童が自分自身について振り返
ることを通して、気付きの質を高めるための多様な学習活動を工夫する。
②　児童の学びをより豊かにしていくために、児童の多様な気付き、思いや願いに寄り添いな
がら、伝え合い交流する活動の場の設定と学習活動の充実を図る。
③　活動の中で想定される児童の姿を具体的にイメージした上で、児童の気付きに共感したり、
価値付けしたりするとともに、児童の学習状況を適切に評価する。
④　幼児期からの学びと育ちを生かす活動を意図的に設定することや、第３学年以上の学習へ
の接続にも留意する。

◆特別の教科　道徳
指 導 の 重 点

○　よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、
自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方や在り方を深める学習を重視する。
○　温かい人間関係の中で、道徳的価値を自分との関わりで捉え、自己理解を深めることを通
して、自己の未来への夢や目標がもてるようにする。

指導計画作成のポイント
①　学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての道徳科であることを前提として、各
教科等、体験活動との関連や、児童生徒の実態や学校・家庭・地域の実情に応じて、内容項
目の重点化や相互関連を図る。
②　学校や学年段階のまとまりや発達課題などを考慮し、各内容項目をバランスよく指導でき
るように配慮する。
③　いじめや情報モラル、環境問題などの今日的な課題に触れながら、道徳的価値を自分のこ
ととして感じたり考えたりできるようにする。

指導上の留意点
①　児童生徒が主題に関わる問題意識をもち、自分との関わりで考えを深めていくことができ
るよう、児童生徒の実態把握と教材の効果的な活用を心がける。
②　主体的に考え、対話できるよう、役割演技などの活動をしたり、ペアでの対話やグループ
による話合いを取り入れたりするなど、指導方法を工夫する。
③　評価については、複数の教師の目で、児童生徒の成長を見守り、努力を認め、励ますこと
によって、自らを振り返って成長を実感したり、これからの課題や目標を見付けたりできる
よう工夫する。
④　家庭や地域社会との共通理解を深め、相互の連携を図るために、道徳の授業を公開したり、
授業の実施もしくは地域教材の開発や活用などに、家庭や地域の人々・各分野の専門家等の
積極的な参加・協力を得たりするよう工夫する。
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◆総合的な学習の時間
指 導 の 重 点

○　横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、
主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質・能力を育成する。
○　問題の解決や探究的活動に主体的、創造的、協働的に取り組む態度を育てるとともに、自
分のものの見方や考え方を自覚しながら自己の生き方を考えることができるようにする。

指導計画作成のポイント
①　地域・児童生徒の実態に応じて、「探究的な活動になっているか」「自己の生き方を見つめる
活動になっているか」という視点を大切にし、「各学校で定める目標」「育てようとする資質・
能力及び態度」「各学校で定める内容」を明確にした全体計画の作成と見直しを行う。
②　活動ありきではなく目標に照らした評価を行い、児童生徒の具体的な活動の様子を考慮し
て見直しを図る。

指導上の留意点
①　問題意識や活動の意図・目的を明確にしていくことで、思考を深め主体的に探究的な学習
を展開していくことができるように支援する。その際、地域の特色や人材の活用を積極的に
行っていく。
②　多様な情報を活用して考えたり、協力して問題を解決したりする協働的な学びを展開する。
その際、思考ツールの活用やその子らしさが発揮される表現活動を取り入れていく。
③　育てようとする資質・能力及び態度と内容に照らし合わせて評価規準を作成し、指導に生
かす。その際、行動の記録や児童生徒の振り返りなどにより、児童生徒の実態をしっかりと
とらえていく。

◆特 別 活 動
指 導 の 重 点

○　様々な集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一
員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする、自主的・実践的な態度の育成を図る。
○　自発的、自治的な活動を通し、主体的に人間としての生き方や在り方についての考えを深め、
集団や社会の中で自己を生かす能力を養う。

指導計画作成のポイント
①　児童生徒の発達段階、学級や学校の実態、地域のよさをもとに、人間関係形成、社会参画、
自己実現の視点で目標を定め、創意工夫を生かした特色ある活動を創造する。
②　各活動、学校行事の主旨をふまえ、ねらいが達成できるようなバランスの取れた計画にする。
③　児童生徒が地域の伝統文化、地域の人や自然との関わり、奉仕勤労などの豊かな体験がで
きるように、家庭や地域の人々との連携、社会教育施設等の活用などを工夫する。

指導上の留意点
①　特別活動がキャリア教育の要としての役割を果たすことを全教師が理解し、児童生徒によ
る自主的で実践的な活動が助長されるようにする。
②　「なすことによって学ぶ」という特別活動の特性をふまえ、児童生徒の思いに寄り添い、学
びの質を高める支援を吟味しながら学習を展開する。
③　児童生徒の活動が効果的に展開されるように、学級活動や児童会（生徒会）活動・学校行
事等の内容相互の関連を図るよう工夫する。
④　自分たちでよりよい生活を築くための話し合い活動や自分たちできまりをつくって守る活
動、児童生徒の人間関係を形成する力を高める活動など、合意形成を図ったり、意思決定し
たりできる活動が充実するよう工夫する。













  

山形市内の小・中学校

仮申し込みをする。（前年度11月中）

指導者講習会参加 

事前打ち合わせ（利用日２週間前） 

入　　　　　所 

少年自然の家   

利用申請等・事務手続きの説明 

研修プログラムなどの確認と
使用許可証の交付

自然の家ホームページから使用許可申請 
書等のファイルをダウンロード 

利用日決定通知（前年度中）
（バス等利用台数・バス等予算も含む）  利

用
ま
で
の
手
順 
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１　教育委員会の主な教職員研修事業

⑴　Ａ研修（基本研修・教職員経験年数に応じた研修）

研　　　　　修　　　　　名 期　　　　日

初任者研修（地域理解のための研修） ５／29（木）

初任者研修（授業研究に関する研修)

①６／19（木)
②ａ９／11（木) ｂ９／18（木)
③ａ10／16（木) ｂ10／23（木)
④10／30（木)

初任者研修（少年自然の家における研修)
①８／７（木）
②８／８（金）

２年次フォローアップ研修（課題研究に関する研修）
①５／16（金）
②９／17（水）

３年次フォローアップ研修（課題研究に関する研修）
①６／12（木）
②ａ11／18（火) ｂ11／26（水)

５年経験者研修
①７／10（木）
②11／13（木）

中堅教諭等資質向上研修（授業研究に関する研修)
①７／３（木）
②12／４（木）

中堅教諭等資質向上研修（福祉体験・社会体験地域課題研修)
①６月27（金） 終日
②長期休業中の２日間（各自選択)

　　　
⑵　Ｂ研修（管理職研修）

研　　　　　修　　　　　名 期　　　　日

新採・転入教頭研修会 ４／23（水）

　　　
⑶　Ｃ研修（主務者等研修）

研　　　　　修　　　　　名 期　　　　日

教務主任研修会 10／２（木）

研究主任研修会 ２／13（金）

理科主任研修会【小学校】 ５／21（水）

理科主任研修会【中学校】 ６／３（火）

情報主任研修会 ５／16（金）

情報ネットワーク活用研修会 ２／５（木）

体育主任研修会 ４／24（木）

生徒指導担当者研修会①②③
①４／22（火）
②９／３（水）
③12／９（火）

教育相談担当者研修会 ６／６（金）

安全主任研修会 ５／15（木）

栄養教諭研修会①②③
①５／８（木）
②７／16（水）
③２／12（木）

特別支援指導員研修会 ８／１（金）

LD等通級指導研修会 ９／４（木）

学校教育関係の主な日程
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⑷　Ｄ研修（理科センター研修）

研　　　　　修　　　　　名 期　　　　日

野外観察講習会 ７／31（木）

小学校理科実践講座（中学年） ８／５（火）

小学校理科実践講座（高学年） ８／５（火）

事務局員等現地研修会 隔年開催のため、令和７年度はなし

中学校理科教員のための授業づくり講座 11／５（水）

　　　
⑸　Ｅ研修（希望＋推薦研修）

研　　　　　修　　　　　名 期　　　　日

【担任力向上研修】通常学級における特別な配慮を要する子ども対応研修会① ５／29（木）

【担任力向上研修】通常学級における特別な配慮を要する子ども対応研修会② ６／24（火）

【担任力向上研修】通常学級における特別な配慮を要する子ども対応研修会③ １／22（木）

【担任力向上研修】Ｑ－Ｕアンケート結果の見方と学級への生かし方研修会 ７／31（木）

ミドルリーダー研修会① ８／27（水）

ミドルリーダー研修会② １／29（木）

道徳推進教諭等研修会 ８／28（木）

ICTを活用した学習指導研修会 ７／11（金）

　　　
⑹　Ｆ研修（【テーマ】研修・スキルアップ研修）

研　　　　　修　　　　　名 期　　　　日

【授業づくり研修】国語の授業づくり研修会 10／29（水）

【授業づくり研修】算数･数学の授業づくり研修会 ７／17（木）

【授業づくり研修】社会の授業づくり研修会 10／３（金）

【授業づくり研修】理科の授業づくり研修会 ９／10（水）

【授業づくり研修】英語の授業づくり研修会 ５／14（水）

【授業づくり研修】ALTと学ぶ外国語教育の授業づくり研修会 ６／18（水）

【授業づくり研修】体育の授業づくり研修会 ８／20（水）

【授業づくり研修】ICT機器を活用した授業づくり研修会① ５／22（木）

【授業づくり研修】ICT機器を活用した授業づくり研修会② ８／28（木）

【授業づくり研修】ICT機器を活用した授業づくり研修会③ 10／９（木）

【授業づくり研修】ICT機器を活用した授業づくり研修会④ 11／６（木）

【担任力向上研修】いじめ・不登校対応研修会 11／13（木）

【担任力向上研修】学級経営・集団づくり研修会 10／28（火）

【担任力向上研修】特別支援学級担任研修会①（リタリコの使い方研修） ５／８（木）

【担任力向上研修】特別支援学級担任研修会② ８／５（火）

特別支援教育リーダー育成研修会 ７／１（火）

【市の魅力・特色研修】山形の特色を生かした授業づくり研修会 ６／27（金）

コミュニケーションシステム活用研修会① ４／24（木）

コミュニケーションシステム活用研修会② ４／25（金）

合唱指導者研修会 ９／24（水）

言語指導事例研究会 ７／16（水）

市小中養護教諭研修会① ８／６（水）

市小中養護教諭研修会② 12／４（木）

学校事務職員資質向上研修会① ６／５（木）

学校事務職員資質向上研修会② 10／９（木）

地域とともにある学校づくり研修会 ７／29（火）



― 57 ―

主
要
事
業
・
年
間
計
画

※生徒指導関係の主な会議

研　　　　　修　　　　　名 期　　　　日

小学校生徒指導連絡会①～③
①４／22（火） ②９／３（水）
③12／９（火）

中学校生徒指導連絡会①～⑤
①４／22（火） ②６／24（火）
③９／３（水） ④12／９（火）
⑤２／12（木）

２　教育委員会の計画訪問校

 山形市立南山形小学校 ５月12日（月）
 山形市立第八中学校 ５月26日（月）
 山形市立第七中学校 ７月１日（火）
 山形市立滝山小学校 ７月14日（月）
 山形市立第三中学校 ９月17日（水）
 山形市立宮浦小学校 ９月30日（火）
 山形市立金井小学校 10月28日（火）

３　村山教育事務所計画指導訪問

 山 形市立第三小学校 ６月16日（月）
 山形市立高楯中学校 ７月23日（水）
 山形市立第十小学校 10月21日（火）

４　教育委員会の研究委嘱校

　　　　　《令和７年度》
　　山形市立第五小学校　　市委嘱
　　山形市立東沢小学校　　市委嘱
　　山形市立本沢小学校　　市委嘱
　　山形市立第五中学校　　市委嘱
　　山形市立金井中学校　　市委嘱
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令和７年度　主要事業年間計画

※本計画は、各種団体からの情報で作成しております。日程および時間等の詳細や開催の可否については、個別の案内をご確認ください。
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山 形 市 民 憲 章

わたくしたちは、樹氷とべに花の里、山形市民です。誇りと責任をもって

五つの誓いをいたします。

　　１　すすんでまちづくりに参加し、明るいまちをつくります。

　　２　きまりを守り、親切であたたかいまちをつくります。

　　３　働くことに喜びをもち、活気あるまちをつくります。

　　４　自然を愛し、緑と水のきれいなまちをつくります。

　　５　老人にはやすらぎ、若者には夢のあるまちをつくります。

令和７年３月発行

〒990－8540　山形市旅篭町二丁目３番25号

Ｔｅｌ　023－641－1212

Ｆａｘ　023－641－1914

山 形 市 教 育 委 員 会
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